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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
に
係
る
民
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第

一
八
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
で
あ
る
相
続
人
が
、
生
活
の
混
乱
の
中
で
、
限
定
承
認
、
相
続
放
棄
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
ま
ま
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
を
徒
過
す
る
こ
と
に
よ
り
不
利
益
を
被
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
者
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
を
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
熟
慮
期
間
の
延
長

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
（
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除

く
。
）
に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
住
所
を
有
し
て
い
た
者
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月

十
一
日
以
後
に
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き

期
間
を
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
。

二
、
施
行
期
日
等



１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
は
、
施
行
日
前
に
民
法
第
九
百
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
相

続
人
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
相
続
人
が
単
純
承
認
を
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
後
、
施
行
日
前
に
同
条

第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。


